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○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
事
務
局
出
納
総
務
課)

一

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
に｣

を

｢

第
四
項
に｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

中
第
二
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
と
し
て
次
の
三
項
を

加
え
る
。

会
計
管
理
者
の
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
任
者
は
、
異
動
の
発
令
が
あ
つ
た
日
か
ら
遅
滞
な
く

そ
の
担
任
す
る
事
務
を
後
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
そ
の
担
任
す
る
事
務
を
後
任
者
に
引
き
継
ぐ
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
出
納
事
務
局
長

(

出
納
事
務
局
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
出
納
総
務

課
長)

に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
引
継
を
受
け
た
職
員
は
、
後
任
者

に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
後
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
引
継
の
場
合
に
お
い
て
は
、
会
計
管
理
者

(

会
計
管
理
者
に
事
故
が

あ
る
と
き
は
出
納
事
務
局
長
、
会
計
管
理
者
及
び
出
納
事
務
局
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
出
納
総
務

課
長)

は
、
現
金
、
書
類
、
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
目
録
を
作
成
す
る
と
と
も

に
、
現
金
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
に
対
照
し
た
明
細
書
を
添
え
、
帳
簿
に
つ
い
て
は
事
務
引

継
の
日
に
お
い
て
最
終
記
帳
の
次
に
合
計
高
及
び
年
月
日
を
記
入
し
、
前
任
者
及
び
後
任
者
が
記
名

押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
一
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
百
四
十
五
条
第
三
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

為
替
証
書

(

郵
政
民
営
化
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号)

第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵

便
貯
金
銀
行
が
発
行
す
る
為
替
証
書
を
い
う
。)

為
替
証
書
金
額

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
五
十
二
条
第
一
項
中

｢

収
納
代
理
金
融
機
関｣

と
あ
る
の
は

｢

収
納
代
理
金
融
機
関

(

郵
便
貯
金
銀
行
を
除
く
。
第
百
九
十

条
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
及
び
第
百
九
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

と
読
み
替
え
て

適
用
す
る
。

別
表
二
土
木
事
務
所
の
項
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

総
務
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

日
本
郵
政
公
社
が
発
行
し
た
払
出
証
書
及
び
郵
便
為
替
証
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

…
…
…
…
…
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